
 

令和５年度第４回唐津地域公共交通活性化協議会 

会議録（協議結果） 

 

 令和５年度第４回唐津地域公共交通活性化協議会は書面による議決とし、つぎの

結果から、承認されたものとする。 

 

１ 議 案 

議案第１号 地域内フィーダー系統確保維持計画の変更について 

〔 賛３０、否０、賛否なし１、無効２ 〕 

 

２ 結 果 

  上記の結果により、議案第１号について過半数の賛成をもって承認された。 

 

３ 協議状況 

  委員数３３名（会長除く）  提出者数３１名  

 

■ ご意見等 

・一人暮らしで病院等へ行くときバスが必要です。今までのように維持し

てください。 

・デマンドタクシーの利用者が増える事を願っています。 

・交通事業者は、地域の住民の生活を支える為、利益は考えず赤字で運行

している。行政がもっと支援するべきと考える。 
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地域内フィーダー系統確保維持計画の変更について 

～ 令和６年４月１日から令和６年９月３０日運行分 ～ 

 

(1) 地域内フィーダー系統とは 

   地域内フィーダー系統とは、複数の市町にまたがって走る広域的なバス路線である地域間幹

線系統に対し、支線として接続して運行するバス路線のことです。 

補助対象期間は、下図のとおり令和５年１０月１日から令和６年９月３０日までの運行で、

本計画は、令和５年６月の協議会で承認をいただきました。 

 

地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請の流れ 

 
【凡例】●実施   予定   変更対象期間 

 

(2) 計画の変更理由及び補助対象路線 

    今回、地域公共交通利便増進実施計画を１月に策定し、令和６年４月から大きく路線の再編

が行われることに伴い、地域内フィーダー系統確保維持計画も合わせて変更する必要がでてき

たため、協議会を開催し、委員の皆様へ諮るものです。路線は令和６年４月から改正されるた

め、期間は、令和６年４月１日から令和６年９月３０日運行分を変更いたします。 

                 ―補助対象路線― 

 

 

R5.6 7 8 9 10 11 12 R6.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R7.1 2 3

計画提出の承認  ●R5.6.26第１回協議会

計画変更の書面議決 ●R6.2

計画変更の提出

事業対象期間

今回変更する期間

補助金交付

令和５年度 令和６年度

認定

事業者申請 交付

路線名(系統名) 起点 経過地 終点

21
22
23
24

16
17
18
19
20

11
12
13
14
15

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

波戸岬 呼子 名護屋浜・名護屋城 波戸岬国民宿舎

加部島 呼子 加部島杉村

呼子台場 呼子 呼子台場みなとプラザ

呼子・名護屋浜 呼子 小友・名護屋浜 呼子

呼子・加部島 呼子 加部島杉村 呼子

呼子・波戸岬 呼子 名護屋城址 波戸岬国民宿舎

星賀（ジャンボタクシー） 入野 星賀

納所 入野 納所

高串 入野 古保志気 高串福祉センター前

京泊・納所 波止内広場 京泊・納所 入野

瓜ケ坂・高串 入野 高串福祉センター前 黒崎

駄竹・星賀 入野 星賀 駄竹高齢者センター前

市内東 唐津駅 シーサイド前 唐津駅

市内西 大手口 りふれ・済生会病院前 唐津駅

市内南 大手口 唐津赤十字病院前 唐津駅

市内南 大手口 唐津駅・アルピノ前 唐津赤十字病院

イオン 大手口 用尺南 イオン前

市内 大手口 まいづるCARROT店 大島液化ガス

市内 大島液化ガス 用尺南 市民グラウンド

市内 市民グラウンド 百人町 大島液化ガス

市内 大島液化ガス 大手口 唐津東中高前

市内 唐津フェリーターミナル 西唐津駅前 大手口

志気 市民病院きたはた 志気

成渕 市民病院きたはた 成渕上

補助対象路線名 起点 経過地 終点 R6.４月～

呼子台場 呼子 呼子台場みなとプラザ

呼子・名護屋浜 呼子 小友・名護屋浜 呼子

波戸岬 呼子 名護屋浜・名護屋城 波戸岬国民宿舎

加部島 呼子 加部島杉村

星賀

納所 入野 納所

呼子・加部島 呼子 加部島杉村 呼子

呼子・波戸岬 呼子 名護屋城址 波戸岬国民宿舎

黒崎

駄竹・星賀 入野 星賀 駄竹高齢者センター前

高串 入野 古保志気 高串福祉センター前

京泊・納所 波止内広場 京泊・納所 入野

唐津駅

市内南 大手口 唐津駅・アルピノ前 唐津赤十字病院

市内東 唐津駅 シーサイド前 唐津駅

市内西 大手口 りふれ・済生会病院前 唐津駅

市民グラウンド

市内 市民グラウンド 百人町 大島液化ガス

イオン 大手口 用尺南 イオン前

市内 大手口 まいづるCARROT店 大島液化ガス

志気

成渕 市民病院きたはた 成渕上

市内 大島液化ガス 大手口 唐津東中高前

市内 唐津フェリーターミナル 西唐津駅前 大手口

七山地区
デマンドタクシー

七山地区内

肥前地区
デマンドタクシー

肥前地区内

相知・厳木地区
デマンドタクシー

相知・
厳木地区内

1
2
3
4
5
6

浜玉地区
デマンドタクシー

浜玉地区内

志気 市民病院きたはた

市内 大島液化ガス 用尺南

市内南 大手口 唐津赤十字病院前

瓜ケ坂・高串 入野 高串福祉センター前

星賀（ジャンボタクシー） 入野

13
14
15
16
17
18

7
8
9
10
11
12

25

26

27

28

19
20
21
22
23
24

統合

統合

減便

減便

減便
デマンドへ移行

デマンドへ移行

デマンドへ移行

廃止

廃止

廃止

廃止

廃止

廃止

廃止

運行開始

資料① 



(3) 路線図 

 

 ２４系統に加え、新たにデマンドタクシーのエリアを追加し、国へ申請を行います。 

 

(4) 主な変更のポイント 

・事業対象期間は令和５年１０月１日から令和６年９月３０日のため、令和６年３月３１日を

もって廃止や系統の統合、減便になる路線も半年分(R5.10.1～R6.3.31)を申請します。 

※前ページ「補助対象路線」のオレンジ色の路線になります。 

・デマンドをフィーダー申請に追加。（相知・厳木地区、浜玉地区、七山地区、肥前地区） 

 ※前ページ「補助対象路線」の赤色の部分になります。 

  ・「資料②」が国へ提出する申請書になっております。変更箇所は赤字で記載している部分に

なります。 

  ・別表 1「目標収支率表」の変更部分は赤字にて記載しております。路線が減便になる「呼子

台場線」「星賀線」「納所線」「高串線」と、新たに申請するデマンドタクシーの４つになり

ます。目標数値の設定方法は、唐津地域公共交通利便増進実施計画でお示しした目標数値を

参考に、収支率の見込み数値を算出し、目標数値としております。 

 

 

(参考) 

 
地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金とは? 
通称「フィーダー補助」といい、国のバス運行等に対する補助メニューのひとつ。利用者が多く、地域
の拠点間をつなく幹線路線バスを補完し、接続する赤字の支線が補助対象となる。補助要件を満たし、
交付が決まると、運行経費の最大２分の１の補助が受けられる。(ただし、市町村ごとに補助上限額が設
けられる。) 


























